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研究成果の概要（和文）：標準規格を利用するに当たって避けられない特許は「必須特許」と称されるが、技術発展の
蓄積や技術のネットワーク化の拡大により、一つの標準規格に数百件から数千件の必須特許が存在するケースもある。
この場合、規格を策定していた者が、保有している特許権の存在を明らかにしないで規格の確立後になって権利（差止
請求権）を行使するという、いわゆる「ホールドアップ問題」が指摘されている。本研究は、かかる問題を背景に、標
準規格必須特許の権利行使の制限がいかなる場合に許容されるべきかについて、競争法・政策の観点から、援用可能な
法理を探求しようとした。

研究成果の概要（英文）：Recently, as symbolized by the dissemination of the Internet, the influence on 
the economy from the information and communications technology sector (hereinafter referred to as “the 
ICT sector”) has been increasing tremendously. In this sector, intellectual property lawsuits between 
multinational enterprises playing world-leading roles have been growing in a worldwide scale and 
capturing public attention. Samsung vs. Apple case in Japan is also one of these lawsuits . Discussion 
about this case and its outcome would bring about far-reaching effect, not only domestically but also 
internationally. The purpose of this research is therefore to analyze this important case from the 
academic viewpoint of law and economics, on which a vast literature has been accumulated up to the 
present.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 国内外の研究動向 
① 伝統的な特許法学の現状：邦語文献では
主流派の特許法の解釈は、特許法と独占禁止
法とは別個独立のものと考え、現実には、特
許法の枠内でのみ解釈論を展開することに
終始してきたという問題意識で本研究を進
めた。 
 
② 経済学との断絶：一方で、経済学では、
私権としての知的財産権の権利行使の規定
因についても、多くの理論的・実証的な研究
が行われてきた。これらの研究によると、特
許権の権利行使の実効性は当該権利がもた
らす専有可能性の程度に依存するが、この種
の専有可能性は技術の性格(「特許の藪」が
存在するか否か)や、権利保有者のタイプや
分散の程度、知的財産権制度の運用や紛争処
理の態様といった多様な要因に依存するこ
とが明らかにされてきた(たとえば、Lanjouw, 
J.O. & M. Schankerman. (2001),
“Characteristics of Patent Litigation: A 
Window on Competition” Rand Journal of 
Economics, vol.32: pp.129-151. Shapiro, C. 
(2001); “Navigating the Patent Thickets: 
Cross Licensing, Patent pools, and 
Standard Setting” Innovation Policy and 
the Economy, vol.1: pp.119-150.)。しかし、
これらの研究は典型的には経済学的な理
論・実証分析にとどまっており､法学とりわ
け特許法学との接合はほとんどなされてこ
なかったのである。 
③ 独占禁止法の最近の発展：独占禁止法審
判決の蓄積が進み始めたのは日本では比較
的最近のことであるため、特許権の権利行使
を独占禁止法学の視点から体系的に分析し
た研究はごくわずかにとどまっている。以上
が、本研究に関する国内外の研究動向であっ
た。 
 
(2) 着想に至った経緯 
① 市場秩序法（独占禁止法）からの検討の
必要性 
特許法は、特許の利用行為に排他権を設定

することにより、公共財に対する市場を実現
する仕組みであるところ、市場には、特許権
に頼るまでもなく、知財を創出するインセン
ティヴとして市場先行の利益、秘密管理、信
用等が溢れている。実際、産業組織論におけ
る実証研究では、企業は研究開発費の回収に
つき、産業間格差はあるものの、一般に特許
以外のインセンティヴにより多くの期待を
寄せているという結果が出ている。これらの
事実上のインセンティヴによって市場が機
能し、相応に産業や文化が発展するのであれ
ば、知財権の保護・強化の側面だけに着目す
るのは、かえって産業や技術の発展を阻害す
るおそれもある。そこで、市場プロセスにま
で立ち入った新たな方法論が必要だと考え、
そのような方法論として市場秩序法として

の独占禁止法からの検討が不可欠であると
考えた。 
 
② 知的財産権の流通及び資産活用の活発化
に伴う弊害 
そもそも特許法の法目的は、発明の保護及

び利用を図ることにより、発明を奨励し、産
業の発達に寄与することにある。そのための
手段として、特許権は排他権として規定され
ている。特許権を取得した者が、それを実施
するための事業を営み、また実施することが
できていた状況下では、特許権者に排他権を
付与したとしても、それが産業の発達を促進
し、阻害することはなかったため、排他権の
付与は、産業の発達のための妥当な方策とし
て、受け止められていた。 
しかし、今日では知的財産権の流通及び資

産活用が活発化しており、特許権者の態様も
非事業実施者を含む形で多様化している。ま
た、電気・情報通信における標準化技術に代
表されるように、共通の技術の利用が妨げら
れることにより、産業の発展が阻害され得る
産業分野も見受けられる。このような状況を
受け、特許権の効力の在り方、特に差止請求
権の行使に対して懐疑的な見方も見受けら
れるようになっていた。たとえば、平成 23
年 2 月に公表された「産業構造審議会 知的
財産政策部会 特許制度小委員会報告書『特
許制度に関する法制的な課題について』」や、
平成 23 年 2 月に公表された「産業構造審議
会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 報
告書「特許制度に関する法制的な課題につい
て」」においては、いわゆる「パテントトロ
ール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使
の実態を踏まえつつ、差止請求権の在り方に
ついて多面的な検討を行うことが適当であ
る旨の指摘がなされていた。このような特許
権の効力の在り方に対する多面的な検討の
必要性が政策の現場で議論され始めている
ことが、本研究を着想するに至った経緯であ
った。そこで以下の研究目的を設定した。 
 
２．研究の目的 
産業のグローバル化が進む中、情報通信技

術の分野では装置間の相互接続やコスト削
減を目的として技術の標準規格化が進んで
いる。このような標準規格を利用するに当た
って避けられない特許は「必須特許」と称さ
れるが、技術発展の蓄積や技術のネットワー
ク化の拡大により、一つの標準規格に数百件
から数千件の必須特許が存在するケースも
ある。この場合、規格を策定していた者が、
保有している特許権の存在を明らかにしな
いで規格の確立後になって権利（差止請求
権）を行使するという、いわゆる「ホールド
アップ問題」が指摘されている。本研究は、
かかる問題を背景に、標準必須特許の権利行
使の制限がいかなる場合に許容されるべき
かについて、競争法・競争政策の観点から、
援用可能な法理を探求しようとするもので



ある。 
 

３．研究の方法 
【文献調査】を行うとともに、有志の経済学
者、特許法学者、経済法学者、実務家から構
成される有志の研究会を組織し、メンバーお
よび実務家・企業関係者による報告を中心と
する研究会を実施し、研究成果を関連する学
会（情報通信学会、日本経済法学会等）で発
表した。並行して、個別事例に関与する企業
関係者、実務家、法曹関係者へのヒアリング
を行いつつ、比較法的観点を踏まえて、日本
の審判決事例と類似する欧米の特許権にか
かわる競争法違反事件についても情報収集
を進めた。その上、【海外調査】と【国内調
査】を通じて、競争法的観点のみならず経済
学的観点からみて興味深い特許事件、また審
決にとどまらず高裁・最高裁判決があり先例
としての価値が高い特許事件を精選し、個別
特許事件の法と経済分析事例を集積し、最後
に研究成果を取りまとめた研究書の刊行を
目指した。その研究成果は、後掲の４.を参
照。 
 
４．研究成果 
研究成果は次のとおりである。 

 産業のグローバル化が進む中、情報通信技
術の分野では装置間の相互接続やコスト削
減を目的として技術の標準規格化が進んで
いる。このような標準規格を利用するに当た
って避けられない特許は「必須特許」と称さ
れるが、技術発展の蓄積や技術のネットワー
ク化の拡大により、一つの標準規格に数百件
から数千件の必須特許が存在するケースも
ある。この場合、規格を策定していた者が、
保有している特許権の存在を明らかにしな
いで規格の確立後になって権利（差止請求
権）を行使するという、いわゆる「ホールド
アップ問題」が指摘されている。競争法の観
点からは、かかる問題を背景に、標準必須特
許の権利行使の制限がいかなる場合に許容
されるべきかについて、競争法・競争政策の
観点から、援用可能な法理を探求した。 
 すなわち、特許法は、特許の利用行為に排
他権を設定することにより、公共財に対する
市場を実現する仕組みであるところ、市場に
は、特許権に頼るまでもなく、知財を創出す
るインセンティヴとして市場先行の利益、秘
密管理、信用等が溢れている。実際、産業組
織論における実証研究では、企業は研究開発
費の回収につき、産業間格差はあるものの、
一般に特許以外のインセンティヴにより多
くの期待を寄せているという結果が出てい
る。これらの事実上のインセンティヴによっ
て市場が機能し、相応に産業や文化が発展す
るのであれば、知財権の保護・強化の側面だ
けに着目するのは、かえって産業や技術の発
展を阻害するおそれもある。そこで、市場プ
ロセスにまで立ち入った新たな方法論が必
要だと考え、そのような方法論として市場秩

序法としての独占禁止法からの検討が不可
欠であることを論文等で論証した。 
 加えて、競争法分野からは、経済学との接
合可能性についても一定の成果を得た。すな
わち、経済学では、私権としての知的財産権
の権利行使の規定因についても、多くの理論
的・実証的な研究が行われてきたところ、こ
れらの研究を幅広く調査することにより、特
許権の権利行使の実効性は当該権利がもた
らす専有可能性の程度に依存するが、この種
の専有可能性は技術の性格(「特許の藪」が
存在するか否か)や、権利保有者のタイプや
分散の程度、知的財産権制度の運用や紛争処
理の態様といった多様な要因に依存するこ
とを文献調査で明らかにするとともに、従来
の研究が典型的には経済学的な理論・実証分
析にとどまっており､法学とりわけ特許・経
済法学との接合はほとんどなされてこなか
ったことに鑑み、これを克服しようと試みた。 
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